
Ⅰ 基本方針 

世界的な健康危機である新型コロナウイルス感染症の流行に対し、社会福祉施設としての使命を

果たし、流行前、流行時のみならず、流行後においても地域住民から信頼される施設として存続す

ることを目指す。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況によって、必要な対応は異なるため、国や県等の情

報に注意し、適切な対応をとるように努めることとし、感染者が発生した場合には、次の方針に基

づき事業を継続する。 

① 入所者、職員の生命や生活を保護、維持するための業務を最優先業務とし、それ以外の業務は

縮小、休止とする。 

② 併設事業のサービスは原則休止し、資源の復旧状況に応じて、順次再開を目指す。 

③ 法人内の施設間で連携し、優先業務に必要な人員、資機材等の確保に当たる。 

Ⅱ 危機管理体制 

所内に新型コロナウイルス感染が疑われる職員・入所者が発生した場合、「新型コロナウイルス感

染症対策本部」を立ち上げ、表１のとおり配備する。なお、意思決定者と代替意思決定者は、表

２のとおりである。 

表１ 配備体制 

 
 

 

 

 



表２ 意思決定者と代替意思決定者 

 意思決定者 代替意思決定者 

全体意思決定者 施設長 ①副施設長 ②総務課長 

入所者対応班・ゾーニング班意思決定者 看護長 ①〇〇看護主任、②▽▽看護師 

施設内業務班・食料班意思決定者 総務課長 ①総務係長、②□□主任 

 

Ⅲ 流行時（所内感染者発生前）の対策 

表 フェーズ別感染予防対策 

 

(1) 感染予防策の再徹底 

感染制御の基本（病原体を①持ち込ませない、②持ち出さない、③拡げない）を各職員に徹

底（研修などによる意識付けとＯＪＴの実施）する。 

 

 

フェーズ① フェーズ② フェーズ③ フェーズ④

県内において、1カ月以上感染が確認さ

れていない
県内において、感染が確認されている

施設の属する市内で感染が確認されて

いる
市内において、感染拡大傾向がある

出勤時の検温(1日2回) 出勤時の検温(1日2回) 出勤時の検温(1日2回) 出勤時の検温(1日2回)

※体調不良者は出勤禁止 ※体調不良者は出勤禁止 ※体調不良者は出勤禁止 ※体調不良者は出勤禁止

感染対策をして可
人数制限、換気徹底等の感染対策実施

で可
禁止 回覧等代替対応 禁止 回覧等代替対応

感染対策をして可 オンライン参加又は不参加 オンライン参加又は不参加 オンライン参加又は不参加

極力、感染地域を避けて利用可。接待

を伴う飲食禁止。ライブハ ウス、カラ

オケ等、2密となる場合は 禁止

極力、感染地域を避けて利用可。接待

を伴う飲食禁止。ライブハ ウス、カラ

オケ等、3密となる場合は 禁止

利用不可 利用不可

会食:感染対策、人数の検討で可 会食:感染対策、人数の検討で可 会食は自粛 会食は自粛

感染対策をして可

※感染地域は避ける

管理者への報告・指示を仰ぐ 管理者への報告・指示を仰ぐ 管理者への報告・指示を仰ぐ 管理者への報告・指示を仰ぐ

〇 〇 〇 〇

利用者・家族 ※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ

〇 〇 〇 〇

※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ ※管理者への報告、指示を仰ぐ

〇 〇 〇 〇

県内居住者は感染対策をして可 原則、禁止(テレビ電話での面会) 禁止 禁止

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 感染対策、時間、場所で可 禁止 禁止

禁止 禁止 禁止 禁止

〇 感染対策、時間、場所で可 禁止 禁止

ボランティア等の受け入れ

外部からの見学・体験

外出

項目対象者

〇

朝の送迎時の本人・家族の行動

歴の確認

本人・家族が感染確認地域に行

かれた場合や、県外からの訪問

者と接触した場合の報告

到着時の手指消毒、健康チェッ

ク

事 業 所

面会(緊急時は除く)

車両消毒

来客者に検温、手指消毒、入館

者記録

定期換気•毎日の事業所内消毒

外出活動(買物訓練や野外活動

等)

県外からの帰省等来県者に会う

朝の送迎時の検温(非接触型)

※通所・小規模多機能

〇 〇 〇

感染対策をして可 不要•不急の外出自粛 不要・不急の外出自粛

職員

体調管理

社内研修•会議等

社外における研修•会議等

夜間の飲食店の利用

休日



(2) 情報担当者の役割 

日頃より最新情報をチェックし、感染対策マニュアルの修正や改訂を行い、職員へ研修を通し

て理解の徹底を図る。また、定期的に感染予防チェックを実施し、その集計結果により、課題

（リスク）の把握を行う。 

 

各班におけるイメージトレーニング 

感染者が発生した時を想定し、次のとおり各班においてイメージトレーニングを行うこと。 

＝感染症対策本部長正総括＝ 

総務課長及び総務課で組織し、的確に情報の報告と共有が行われる体制が整えられるよう次

の準備を行う。 

① 保健所等行政機関の窓口、担当者の確認、入所者や職員の有症状時のＰＣＲ等検査の

受診窓口の確認 

② 支援を受けられる医療機関の確保、リストの作成 

③ 家族の緊急連絡先等の情報収集、更新 

④ 対外的な問合せ窓口の設置（家族、行政、マスコミ等の窓口担当者の設置） 

⑤ 職員の勤務調整イ 入所者対応班 

看護職員、介護職員、生活支援員が連携し、感染者が発生した場合における濃厚接触が疑わ

れる者の記録や防護服を着てケアを行うなどの訓練を実施し、課題を把握する。 

＝施設内業務班＝ 

事務長や生活支援員を中心に、感染防護用品不足時の確保要請(※)や感染者が発生した場合の

情報提供の方法、家族対応、応援職員派遣要請、資金繰り対応について準備を行う。 

※ 現に有している備蓄品の数量から逆算し、通常の利用であれば何週間程度でなくなるかを 

把握し、早々に在庫がなくなる場合には、どこに要請すれば良いのかを確認しておく。 

＝食料班＝ 

栄養課長は、感染者が発生したとき、調理者が従前どおり施設に来てくれるのか委託会社に

確認し、来ることができないときの対応をシミュレーションしておく。 

＝ゾーニング班＝ 

施設長、感染対策委員会メンバーは、入所者で感染者が１人発症したとき、複数人発症した

ときのゾーニングなど様々なシミュレーションを行い、課題を把握する。 

 

(4) 備蓄品等の在庫管事務長は、介護、医務、調理等の業務継続に必要な衛生資材及び食料につ

いては、備蓄品として保存管理する。毎月末に数量を把握し、日常的に費消しながら管理す

る。 


